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令和5年 7月以降の「開市・体市」並びに「買受代金支払い期限」について(通矢D

みだレの件について,7月 4日 (メ0に開催した茶市場運営委員会において下記の通り決

定しましたので通知します。

つきましては、貴職より会員各位に周知くださるようお願いいたします。

1.令和5年7月以降の開市、体市等について

2.令和5年8月までの買受代金支払いについて   別添え資料のとおり

以 上
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1.令和 5年度 県茶市場 休 。開市表 (案 )

○は開市、×は休市、△は入荷状況により開市を示す。
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※17日 :海の日
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※18日 :敬老の日

※23日 :秋分の日

※11日 :山 の 日

※9日 :ス ポーツの日

※秋冬番茶 開始 日、点数

。R2:10/6(火 )489点
。R3:10/6(水 )343点
。R4:10/4(水 )325点
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2.令和 5年 盆休み及び盆前後の対応について

※入札の△は、入荷量により開市とする。

※盆以降の入札は、原則 「火曜日・金曜日」に実施する。

3.8月 の買受代金支払いについて

(1)でんさいでの決済

以下の①、②は茶市場業務規程第46条「支払い期限の特例」の規定を適用する。

① 8月 8日 (火 )、 8月 9日 (水)の買受代金は、支払い期限を 8月 16日 (水 )

とする。

② 8月 10日 (木)の買受代金は、支払い期限を 8月 17日 (木 )と する。

(2)買受代金の支払いを現金、小切手で、支払いの場合は、取引日当日15時までの

支払いとする。
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(3)お盆前後のでんさい承認 日は以下のとお りとする。

・色かけは、 体市 日

・☆ :入札 日、△ :請求 日、◎ :最終承認 日

。第二土曜 日 (8/12)は、でんさい停止 日
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